
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する半導体集積回路において、
　入力された高電圧を電圧降下させて出力する高電圧降下部と、
　複数の基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、
　該基準電圧発生部から入力された複数の基準電圧を切り換えて出力する基準電圧切換部
と、
　上記高電圧降下部から出力された電圧と上記基準電圧切換部から出力された基準電圧と
の比較を行って高電圧の検出を行う高電圧検出部と、
　上記高電圧降下部における高電圧の電圧降下を制御すると共に、基準電圧切換部による
基準電圧の切換制御 う制御部とを備えることを特徴とする半導体集積回路。
【請求項２】
　上記高電圧降下部は、ダイオード接続され つ ＭＯ
ＳＦＥＴ 接続 、高電圧の電圧降下を行う電圧
降下回路部と、該電圧降下回路部に直列に接続された電流源と、電圧降下回路部を形成す
る各ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング動作によってそれぞれ短絡する各
スイッチング回路部とで形成され、上記制御部は、該各スイッチング回路部のスイッチン
グ動作を制御して上記電圧降下回路部による電圧降下値を変え 求項１に記載の半導体
集積回路。
【請求項３】
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　上記高電圧降下部は、複数の抵抗を直列に接続して形成される、高電圧の電圧降下を行
う電圧降下回路部と、該電圧降下回路部に直列に接続された電流源と、上記電圧降下回路
部を形成する各抵抗にそれぞれ並列に接続された、スイッチング動作によって抵抗を短絡
させる各スイッチング回路部とで形成され、上記制御部は、該各スイッチング回路部のス
イッチング動作を制御して上記電圧降下回路部による電圧降下値を変え 求項１に記載
の半導体集積回路。
【請求項４】
　高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する半導体集積回路において、
　入力された高電圧を電圧降下させて出力する高電圧降下部と、
　基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、
　上記高電圧降下部から出力された電圧と上記基準電圧発生部から出力された基準電圧と
の比較を行って高電圧の検出を行う高電圧検出部と、
　上記高電圧降下部における高電圧の電圧降下を制御す 御部とを備え、
　上記高電圧降下部は、所定の電圧の整数倍ごとに電圧降下を行う電圧降下部と、所定の
電圧の整数倍未満の電圧降下を行う微調整部と、上記電圧降下部及び微調整部にそれぞれ
電流を供給する電流源とからなり、上記制御部は、電圧降下部及び微調整部におけるそれ
ぞれの電圧降下を制 る半導体集積回路。
【請求項５】
　上記電圧降下部は、ダイオード接続され つ
ＭＯＳＦＥＴ 接 れた電圧降下回路と、該電圧
降下回路を形成する 各 ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング動作
によってそれぞれ短絡する各スイッチング回路からなる第１スイッチング回路とからなり
、上記制御部は、第１スイッチング回路におけるそれぞれのスイッチング回路のスイッチ
ング動作を制御して高電圧の電圧降下を制御す 求項４に記載の半導体集積回路。
【請求項６】
　上記微調整部は、ソース―ドレイン間に抵抗で形成された分圧回路が接続されると共に
該分圧回路によって分圧された電圧がゲートに入力され １つ

のＭＯＳＦＥＴを 、上記電圧降下回路と直列に接続される微調整回路と、
該微調整回路を形成する 各 ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング
動作によってそれぞれ短絡する各スイッチング回路からなる第２スイッチング回路とから
なり、上記制御部は、第２スイッチング回路におけるそれぞれのスイッチング回路のスイ
ッチング動作を制 る請求項５に記載の半導体集積回路。
【請求項７】
　上記微調整部は、ソース―ドレイン間に抵抗で形成された分圧回路が接続されると共に
該分圧回路によって分圧された電圧がゲートに入力され ＭＯＳＦＥＴ スイッチ
ング用の ＭＯＳＦＥＴ 直列に接続 直列回路を 並列に接
続して形成される、上記電圧降下回路と直列に接続される微調整回路からなり、上記制御
部は、上記スイッチング用の ＭＯＳＦＥＴのスイッチング動作を制 る請求
項５に記載の半導体集積回路。
【請求項８】
　上記微調整部は、抵抗とスイッチング用の ＭＯＳＦＥＴと 直
列回路 ゲート―ドレイン間及びゲート―ソース間に 接続された ＭＯＳＦ
ＥＴからなる、上記電圧降下回路と直列に接続される微調整回路からなり、上記制御部は
、上記スイッチング用の ＭＯＳＦＥＴのスイッチング動作を制 る請求項５
に記載の半導体集積回路。
【請求項９】
　高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する半導体集積回路において、
　第１基準電圧及び第２基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、
　該第１基準電圧と 高電圧との電圧差を電流に変換する電流変換部と、
　上記第２基準電圧に応じて一定の電流を生成して出力する定電流発生部と、
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　上記電流変換部で変換された電流と、該定電流発生部から出力される定電流との電流差
を電圧に変換する電圧変換部と、
　該電圧変換部で変換された電圧から高電圧値の検出を行う高電圧検出部とを備えること
を特徴とする半導体集積回路。
【請求項１０】
上記電圧変換部はカレントミラー回路で形成され、該カレントミラー回路は、電流変換部
で変換された電流を定電流発生部の出力に入力し、上記高電圧検出部は、定電流発生部の
出力における電圧から高電圧の検出を行うことを特徴とする請求項９に記載の半導体集積
回路。
【請求項１１】
　上記電流変換部は、ダイオード接続され つ のＭＯＳ
ＦＥＴ 電圧レベル変換回路と、該電圧レベル変換回路の 力に接続されると共にゲ
ートに第１基準電圧が入力され、電流変換部の 力をなすＭＯＳＦＥＴとで形成され、上
記電圧レベル変換回路の 力は負の高電圧が入力されることを特徴とする請求項１０に記
載の半導体集積回路。
【請求項１２】
　高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する半導体集積回路において、
　ダイオード接続され つ のＭＯＳＦＥＴ
、 力が接地される第１電圧降下回路部と、
　ダイオード接続され つ のＭＯＳＦＥＴ
、 力に負の高電圧が印加される第２電圧降下回路部と、
　所定の基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、
　該第１電圧降下回路部の 力が上記所定の基準電圧になるように一定の電流を生成する
と共に、上記第１及び第２電圧降下回路部にそれぞれ する定電流発生部と、
　上記第１電圧降下回路部の 力電圧と第２電圧降下回路部の 力電圧とを比較して高電
圧値を検出する高電圧検出部とを備えることを特徴とする半導体集積回路。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路に関し、特に半導体集積回路の正又は負の高電圧を検出する高
電圧検出回路に関する。
【０００２】
【従来の技術】
電源電圧が印加されていなくとも記憶データを保持できるメモリとしてフラッシュメモリ
があり、フラッシュメモリにおいては、データの記憶を行うメモリセル内のフローティン
グゲートに電荷を保持することで不揮発性の記憶を行っている。フラッシュメモリでは、
電荷を保持するフローティングゲートに電荷を注入、又はフローティングゲートから電荷
を引き抜いて“１”又は“０”のデータ記憶状態を作る。このとき、ファウラーノルドハ
イム（ Fowler-Nordheim）トンネル現象や、チャネルホットエレクトロンを利用してフロ
ーティングゲートとの間で電荷のやり取りを行う。このような状態を発生させるためには
、一般的にデバイスの動作電源電圧よりも高い電圧が必要となる。
【０００３】
図８は、正の高電圧を検出する従来の高電圧検出回路の例を示した概略の回路図である。
図８において、高電圧検出回路２００は、カレントミラー型負荷の差動増幅回路２０１と
、該差動増幅回路２０１を制御するｎチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下、ｎＭＯＳトランジ
スタと呼ぶ）２０２と、高電圧入力端子２０３から入力される正の高電圧Ｖ hを分圧する
ための抵抗２０４及び２０５と、インバータ回路２０６とで形成されている。高電圧入力
端子２０３は、抵抗２０４及び２０５を介して接地されており、差動増幅回路２０１の一
方の入力端子には基準電圧発生回路２０７で生成され出力された基準電圧Ｖ refが入力さ
れ、他方の入力端子は、抵抗２０４及び２０５の接続部に接続されて高電圧入力端子２０
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３から入力された高電圧Ｖ hを分圧した電圧Ｖ divが入力される。
【０００４】
差動増幅回路２０１の出力はインバータ回路２０６の入力に接続され、インバータ回路２
０６の出力は、高電圧検出回路２００の出力をなし、チャージポンプ回路を備え正の高電
圧Ｖ hを出力する高電圧発生回路２０８の入力に接続されている。高電圧発生回路２０８
の出力は、所定の回路（図示せず）に接続されると共に高電圧入力端子２０３に接続され
ている。また、ｎＭＯＳトランジスタ２０２のゲートには２値の信号が入力され、ｎＭＯ
Ｓトランジスタ２０２がオンすると差動増幅回路２０１は作動し、ｎＭＯＳトランジスタ
２０２がオフすると差動増幅回路２０１は動作を停止する。
【０００５】
上記のような構成において、抵抗２０４及び抵抗２０５で分圧された分圧電圧Ｖ divは、
Ｖ div＝Ｖ h×Ｒ b／ (Ｒ a＋Ｒ b)
で表すことができる。なお、上記Ｒ aは抵抗２０４の抵抗値を、Ｒ bは抵抗２０５の抵抗値
を示している。
【０００６】
差動増幅回路２０１は、分圧電圧Ｖ divと、基準電圧Ｖ refとの比較を行っており、Ｖ div
＜Ｖ refのとき出力が「Ｌ」レベルとなり、インバータ回路２０６の出力が「Ｈ」レベル
となって、高電圧発生回路２０８は、チャージポンプ回路を作動させて高電圧Ｖ hの昇圧
を行う。一方、差動増幅回路２０１は、Ｖ div＞Ｖ refのとき出力が「Ｈ」レベルとなり、
インバータ回路２０６の出力が「Ｌ」レベルとなって、高電圧発生回路２０８は、チャー
ジポンプ回路の動作を停止させる。このように、高電圧検出回路２００は、Ｖ div＝Ｖ h×
Ｒ b／ (Ｒ a＋Ｒ b)＞Ｖ refのとき、すなわち、Ｖ h＞Ｖ ref× (Ｒ a＋Ｒ b)／Ｒ bのとき、出力
が「Ｌ」レベルとなり、高電圧Ｖ hがＶ ref× (Ｒ a＋Ｒ b)／Ｒ b以下であるか否かを検出す
ることができる。
【０００７】
しかし、図８で示した高電圧検出回路２００では、高電圧Ｖ hを２つの抵抗２０４及び２
０５で分圧するため、１つの分圧電圧Ｖ divの値しか検出することができず、種々の高電
圧を検出することができなかった。そこで、図９で示すように、抵抗２０４を、ｎ（ｎは
自然数）個の抵抗Ｒ 1～Ｒ nを直列に接続した直列回路に置き換え、各抵抗Ｒ 1～Ｒ nには、
ゲートサイズが十分に小さいｎＭＯＳトランジスタＴ 1～Ｔ nがそれぞれ対応して並列に接
続される。
【０００８】
更に、各ｎＭＯＳトランジスタＴ 1～Ｔ nのゲートは、それぞれ制御回路２１１に接続され
、制御回路２１１によって各ｎＭＯＳトランジスタＴ 1～Ｔ nのオンオフを制御することに
より、抵抗Ｒ 1～Ｒ nで形成された直列回路におけるトータルの抵抗値を変えるようにした
。このようにすることにより、分圧電圧Ｖ divを制御回路２１１で制御することができ、
種々の高電圧値を検出することができた。
【０００９】
次に、負の高電圧を検出する従来の回路について説明する。図１０は、負の高電圧を検出
する従来の高電圧検出回路の例を示した概略の回路図である。図１０において、高電圧検
出回路２２０は、カレントミラー型負荷の差動増幅回路２２１、該差動増幅回路２２１を
制御するｎＭＯＳトランジスタ２２２及びインバータ回路２２３からなる差動センスアン
プ２２４と、ｐチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下、ｐＭＯＳトランジスタと呼ぶ）２２５及
び２２６からなるレベルコンバータ２２７と、ｎＭＯＳトランジスタＭ 1～Ｍ n，２２８，
２２９とで形成されている。
【００１０】
ｐＭＯＳトランジスタ２２５，２２６及びｎＭＯＳトランジスタＭ 1～Ｍ n，２２９は、そ
れぞれソースとバックゲート端子とが接続されており、バックゲート効果によってそれぞ
れのしきい値Ｖ thの変動を防止する。また、ｐＭＯＳトランジスタ２２６及びｎＭＯＳト
ランジスタＭ 1～Ｍ n，２２８，２２９は、それぞれダイオード接続されている。
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【００１１】
ｎＭＯＳトランジスタＭ 1～Ｍ n，２２８，２２９を直列に接続し、該直列回路は、負の高
電圧Ｖ lが入力される高電圧入力端子２３０と電源電圧Ｖ ddが入力される電源端子２３１
との間に接続されている。ｎＭＯＳトランジスタ２２８のゲートには基準電圧発生回路２
３２で生成された基準電圧Ｖ refAが入力され、ｎＭＯＳトランジスタ２２８と電源端子２
３１との間にｎＭＯＳトランジスタ２２９が接続されている。レベルコンバータ２２７を
形成するｐＭＯＳトランジスタ２２５及び２２６は直列に接続されて、電源端子２３１と
接地間に接続され、電源端子２３１側に接続されたｐＭＯＳトランジスタ２２５のゲート
は、ｎＭＯＳトランジスタ２２８及び２２９との接続部に接続されている。
【００１２】
レベルコンバータ２２７におけるｐＭＯＳトランジスタ２２５及び２２６の接続部は、差
動センスアンプ２２４における差動増幅回路２２１の一方の入力に接続され、他方の入力
には基準電圧発生回路２３２で生成された基準電圧Ｖ refBが入力されている。また、差動
増幅回路２２１の出力はインバータ回路２２３の入力に接続され、インバータ回路２２３
の出力は、高電圧検出回路２２０の出力をなし、チャージポンプ回路を備え負の高電圧Ｖ
lを出力する高電圧発生回路２３３の入力に接続されている。高電圧発生回路２３３の出
力は、所定の回路（図示せず）に接続されると共に高電圧入力端子２３０に接続されてい
る。また、ｎＭＯＳトランジスタ２２２のゲートには２値の信号が入力され、ｎＭＯＳト
ランジスタ２２２がオンすると差動増幅回路２２１は作動し、ｎＭＯＳトランジスタ２２
２がオフすると差動増幅回路２２１は動作を停止する。
【００１３】
上記のような構成において、ダイオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ 1～Ｍ n、及び
ゲートに基準電圧Ｖ refAが入力されるｎＭＯＳトランジスタ２２８で形成された直列回路
は、基準電圧Ｖ refAと負の高電圧Ｖ lとの電圧差に応じて電流が流れる。該電流は、ダイ
オード接続されたｎＭＯＳトランジスタ２２９から流れ、ｎＭＯＳトランジスタ２２９の
ソースとドレインとの間に電圧Ｖａが発生する。ここで、ｎＭＯＳトランジスタＭ 1～Ｍ n
、２２８及び２２９は、各ゲートサイズがすべて同一であり、すべてオンしている場合、
下記（１）式が成り立つ。
(Ｖ refA－Ｖ l)／ (ｎ＋１ )＝Ｖａ  ……………………（１）
【００１４】
上記レベルコンバータ２２７は、入力された電圧Ｖａを接地電位から見た電圧Ｖａに変換
し、差動増幅回路２２１は、レベルコンバータ２２７で変換された電圧Ｖａと、基準電圧
Ｖ refBとの比較を行う。すなわち、 (Ｖ refA－Ｖ l)／ (ｎ＋１ )とＶ refBとの比較を行うこ
とになり、更に、Ｖ lと {Ｖ refA－ (ｎ＋１ )×Ｖ refB}との比較を行うことになり、ｎに大
きな整数値を使用することによって負の高電圧を検出することができる。
【００１５】
【発明が解決しようとする課題】
しかし、図９で示した正の高電圧検出回路２１０では、分圧電圧Ｖ divを微調整できるよ
うにするには抵抗Ｒ 1～Ｒ nの段数を増やす必要があり、制御回路２１１の出力が増加して
回路規模が大きくなると共に、チップの大きさが大きくなる要因である抵抗の数を増やす
ことからチップの大きさが大きくなり、これらのことから、コストが増加するという問題
があった。また、図１０で示した負の高電圧検出回路２２０では、回路を構成する素子数
が多いことから、検出精度の低下を招くと共にコストが増加するという問題があった。更
に、半導体集積回路において、消費電流の低減を図ることは常に課せられた課題である。
【００１６】
本発明は、上記問題を解決するためになされたものであり、検出精度を向上させることが
できると共に、コストの低減及び消費電流の低減を図ることができる高電圧検出回路を備
えた半導体集積回路を得ることを目的とする。
【００１７】
なお、本発明の半導体集積回路と目的及び構成が異なるが、検出電圧と共に、ＶＲＥＦも
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調整して比較器に入力する、磁気記録再生装置におけるバッテリ電圧検出回路が、特開平
５―１６４７９２号公報で開示されており、ＶＲＥＦをステップ的に切り替える内部電圧
発生回路が、アメリカ特許第５２８３７６２号の明細書で開示されている。
【００１８】
【課題を解決するための手段】
　この発明に係る半導体集積回路は、高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する半導体
集積回路において、入力された高電圧を電圧降下させて出力する高電圧降下部と、複数の
基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、該基準電圧発生部から入力された複数の
基準電圧を切り換えて出力する基準電圧切換部と、上記高電圧降下部から出力された電圧
と上記基準電圧切換部から出力された基準電圧との比較を行って高電圧の検出を行う高電
圧検出部と、上記高電圧降下部における高電圧の電圧降下を制御すると共に、基準電圧切
換部による基準電圧の切換制御 う制御部とを備えるものである。
【００１９】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項１において、上記高電圧降下部は、ダ
イオード接続され つ ＭＯＳＦＥＴ

接続 、高電圧の電圧降下を行う電圧降下回路部と、該電圧降下
回路部に直列に接続された電流源と、電圧降下回路部を形成する各ＭＯＳＦＥＴのドレイ
ン―ソース間をスイッチング動作によってそれぞれ短絡する各スイッチング回路部とで形
成され、上記制御部は、該各スイッチング回路部のスイッチング動作を制御して上記電圧
降下回路部による電圧降下値を変え のである。
【００２０】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項１において、上記高電圧降下部は、複
数の抵抗を直列に接続して形成される、高電圧の電圧降下を行う電圧降下回路部と、該電
圧降下回路部に直列に接続された電流源と、上記電圧降下回路部を形成する各抵抗にそれ
ぞれ並列に接続された、スイッチング動作によって抵抗を短絡させる各スイッチング回路
部とで形成され、上記制御部は、該各スイッチング回路部のスイッチング動作を制御して
上記電圧降下回路部による電圧降下値を変え のである。
【００２１】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する
半導体集積回路において、入力された高電圧を電圧降下させて出力する高電圧降下部と、
基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と、高電圧降下部から出力された電圧と上記
基準電圧発生部から出力された基準電圧との比較を行って高電圧の検出を行う高電圧検出
部と、上記高電圧降下部における高電圧の電圧降下を制御す 御部とを備え、上記高電
圧降下部は、所定の電圧の整数倍ごとに電圧降下を行う電圧降下部と、所定の電圧の整数
倍未満の電圧降下を行う微調整部と、上記電圧降下部及び微調整部にそれぞれ電流を供給
する電流源とからなり、上記制御部は、電圧降下部及び微調整部におけるそれぞれの電圧
降下を制御 ものである。
【００２２】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項４において、上記電圧降下部は、ダイ
オード接続され つ ＭＯＳＦＥＴ

接 れた電圧降下回路と、該電圧降下回路を形成する 各
ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング動作によってそれぞれ短絡する

各スイッチング回路からなる第１スイッチング回路とからなり、上記制御部は、第１スイ
ッチング回路におけるそれぞれのスイッチング回路のスイッチング動作を制御して高電圧
の電圧降下を制御す のである。
【００２３】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項５において、上記微調整部は、ソース
―ドレイン間に抵抗で形成された分圧回路が接続されると共に該分圧回路によって分圧さ
れた電圧がゲートに入力され １つ のＭＯＳＦＥＴ
を 、上記電圧降下回路と直列に接続される微調整回路と、該微調整回路を形成する

10

20

30

40

50

(6) JP 3676904 B2 2005.7.27

を行

た１ もしくは直列に接続された複数の が上記高電圧降下
部の入力と出力の間に され

るも

るも

る制

する

た１ もしくは直列に接続された複数の第１の が上記高電圧
降下部の入力と出力の間に 続さ 上記
第１の

るも

る もしくは直列に接続された複数の第２
含み 上



各 ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング動作によってそれぞれ短絡
する各スイッチング回路からなる第２スイッチング回路とからなり、上記制御部は、第２
スイッチング回路におけるそれぞれのスイッチング回路のスイッチング動作を制御 も
のである。
【００２４】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項５において、上記微調整部は、ソース
―ドレイン間に抵抗で形成された分圧回路が接続されると共に該分圧回路によって分圧さ
れた電圧がゲートに入力され ＭＯＳＦＥＴ スイッチング用の ＭＯＳＦＥ
Ｔ 直列に接続 直列回路を 並列に接続して形成される、上記電
圧降下回路と直列に接続される微調整回路からなり、上記制御部は、上記スイッチング用
の ＭＯＳＦＥＴのスイッチング動作を制御 ものである。
【００２５】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項５において、上記微調整部は、抵抗と
スイッチング用の ＭＯＳＦＥＴと 直列回路 ゲート―ドレイン
間及びゲート―ソース間に 接続された ＭＯＳＦＥＴからなる、上記電圧降
下回路と直列に接続される微調整回路からなり、上記制御部は、上記スイッチング用の

ＭＯＳＦＥＴのスイッチング動作を制御 ものである。
【００２６】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する
半導体集積回路において、第１基準電圧及び第２基準電圧を生成して出力する基準電圧発
生部と、該第１基準電圧と 高電圧との電圧差を電流に変換する電流変換部と、上記第
２基準電圧に応じて一定の電流を生成して出力する定電流発生部と、上記電流変換部で変
換された電流と、該定電流発生部から出力される定電流との電流差を電圧に変換する電圧
変換部と、該電圧変換部で変換された電圧から高電圧値の検出を行う高電圧検出部とを備
えるものである。
【００２７】
また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項９において、上記電圧変換部はカレント
ミラー回路で形成され、該カレントミラー回路は、電流変換部で変換された電流を定電流
発生部の出力に入力し、上記高電圧検出部は、定電流発生部の出力における電圧から高電
圧の検出を行うものである。
【００２８】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、請求項１０において、上記電流変換部は、ダ
イオード接続され つ のＭＯＳＦＥＴ 電圧レベル
変換回路と、該電圧レベル変換回路の 力に接続されると共にゲートに第１基準電圧が入
力され、電流変換部の 力をなすＭＯＳＦＥＴとで形成され、上記電圧レベル変換回路の

力は負の高電圧が入力されるものである。
【００２９】
　また、この発明に係る半導体集積回路は、高電圧の検出を行う高電圧検出回路を有する
半導体集積回路において、ダイオード接続され つ

のＭＯＳＦＥＴ 、 力が接地される第１電圧降下回路部と、ダイオード接続され
つ のＭＯＳＦＥＴ 、 力に負の高電圧が

印加される第２電圧降下回路部と、所定の基準電圧を生成して出力する基準電圧発生部と
、該第１電圧降下回路部の 力が上記所定の基準電圧になるように一定の電流を生成する
と共に、上記第１及び第２電圧降下回路部にそれぞれ する定電流発生部と、上
記第１電圧降下回路部の 力電圧と第２電圧降下回路部の 力電圧とを比較して高電圧値
を検出する高電圧検出部とを備えるものである。
【００３０】
【発明の実施の形態】
次に、図面に示す実施の形態に基づいて、本発明を詳細に説明する。
実施の形態１．
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図１は、本発明の実施の形態１における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した概
略の回路図である。なお、図１は、正の高電圧を検出する高電圧検出回路を示している。
【００３１】
図１において、高電圧検出回路１は、カレントミラー型負荷の差動増幅回路２と、該差動
増幅回路２を制御するｎチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下、ｎＭＯＳトランジスタと呼ぶ）
３と、差動増幅回路２の出力信号の信号レベルを反転するインバータ回路４と、高電圧入
力端子５から入力される正の高電圧Ｖ hを電圧降下させて降下電圧Ｖ dを出力する高電圧降
下回路６と、複数の基準電圧、ここでは、例えばＶ r1～Ｖ r4の４種類の電圧の基準電圧を
生成して出力する基準電圧発生回路７と、基準電圧発生回路７から入力される各基準電圧
Ｖ r1～Ｖ r4のいずれか１つを差動増幅回路２に出力する基準電圧切換回路８と、高電圧降
下回路６に対して降下電圧Ｖ dの可変制御を行うと共に、基準電圧切換回路８を制御する
制御回路９とからなる。
【００３２】
差動増幅回路２は、ｐチャネル型ＭＯＳＦＥＴ（以下、ｐＭＯＳトランジスタと呼ぶ）１
１，１２及びｎＭＯＳトランジスタ１３，１４で形成されており、ｐＭＯＳトランジスタ
１１及び１２でカレントミラー回路を形成しており、ｐＭＯＳトランジスタ１１及び１２
の各ソースは、電源電圧Ｖ ddが入力される電源端子１５にそれぞれ接続されている。ｐＭ
ＯＳトランジスタ１１及び１２の各ゲートは互いに接続され、該接続部はｐＭＯＳトラン
ジスタ１１のドレインに接続されている。
【００３３】
ｐＭＯＳトランジスタ１１のドレインはｎＭＯＳトランジスタ１３のドレインに接続され
、ｐＭＯＳトランジスタ１２のドレインはｎＭＯＳトランジスタ１４のドレインに接続さ
れ、該接続部は差動増幅回路２の出力をなし、インバータ回路４の入力に接続されている
。インバータ回路４の出力は、高電圧検出回路１の出力をなし、チャージポンプ回路を備
え正の高電圧Ｖ hを出力する高電圧発生回路１６の入力に接続されている。高電圧発生回
路１６の出力は、所定の回路（図示せず）に接続されると共に高電圧入力端子５に接続さ
れている。
【００３４】
また、ｎＭＯＳトランジスタ１３及び１４の各ソースは接続され、該接続部はｎＭＯＳト
ランジスタ３のドレインに接続され、ｎＭＯＳトランジスタ３のソースは接地されている
。ｎＭＯＳトランジスタ３のゲートには２値の信号が入力され、ｎＭＯＳトランジスタ３
がオンすると差動増幅回路２は作動し、ｎＭＯＳトランジスタ３がオフすると差動増幅回
路２は動作を停止する。ｎＭＯＳトランジスタ１３のゲートは、高電圧降下回路６の出力
に接続されて降下電圧Ｖ dが入力される。ｎＭＯＳトランジスタ１４のゲートは、基準電
圧切換回路８の出力に接続されている。基準電圧切換回路８は、基準電圧発生回路７に接
続されて、各基準電圧Ｖ r1～Ｖ r4がそれぞれ入力され、更に制御回路９に接続されている
。
【００３５】
高電圧降下回路６は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an及びｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ bで形成されている。ダイオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anは直列に
接続されており、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1のドレインは高電圧入力端子５に接続され、
ｎＭＯＳトランジスタＭ anのソースはｎＭＯＳトランジスタＭ bのドレインに接続され、
該接続部は差動増幅回路２のｎＭＯＳトランジスタ１３のゲートに接続されている。また
、ｎＭＯＳトランジスタＭ bのソースは接地され、ゲートには、所定の電圧Ｖ csが入力さ
れる。
【００３６】
更に、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anには、ゲート長を十分に短くするか又はゲート幅
を十分に広くした、オン抵抗が十分に小さいｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anがそれぞれ
対応して並列に接続され、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの各ゲートは、それぞれ制御
回路９に接続されている。なお、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anは、それぞれソースと
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バックゲート端子とが接続されており、バックゲート効果によってそれぞれのしきい値Ｖ
thの変動を防止する。また、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an，Ｍ bは、各ゲートサイズ
がそれぞれ同一であり、飽和領域でそれぞれ動作する。なお、差動増幅回路２、ｎＭＯＳ
トランジスタ３及びインバータ回路４は高電圧検出部を、高電圧降下回路６は高電圧降下
部を、基準電圧発生回路７は基準電圧発生部を、基準電圧切換回路８は基準電圧切換部を
、制御回路９は制御部をなす。
【００３７】
上記のような構成において、ｎＭＯＳトランジスタＭ bは電流源をなしており、制御回路
９が、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anをすべてオフさせている場合、ｎＭＯＳトランジ
スタＭ bのゲートに所定の電圧Ｖ csが入力されると、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anの
直列回路に電流が流れ、各ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのドレイン―ソース間には、
電圧Ｖ csの電圧降下がそれぞれ発生し、高電圧降下回路６の出力電圧である降下電圧Ｖ d
は、下記（２）式のようになる。
Ｖ d＝Ｖ h－ｎ×Ｖ cs …………………（２）
【００３８】
　ここで、制御回路９は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの内、Ｋ個を させ
たとすると、高電圧検出回路１で検出される高電圧Ｖ hは、下記（３）式のようになる。
　Ｖ h＝Ｖ ref＋Ｋ×Ｖ cs …………………（３）
なお、Ｋは０～ｎの整数である。
【００３９】
制御回路９は、基準電圧切換回路８を制御することにより、基準電圧発生回路７で生成さ
れた複数の基準電圧Ｖ r1～Ｖ r4のいずれかを選択して差動増幅回路２の基準電圧Ｖ refと
して出力させる。差動増幅回路２は、ｎＭＯＳトランジスタ３がオンすることによって作
動し、高電圧降下回路６から入力される降下電圧Ｖ d、及び基準電圧切換部８から入力さ
れる基準電圧Ｖ refに対して差動増幅を行う。
【００４０】
例えば、降下電圧Ｖ dが基準電圧Ｖ refよりも小さい場合、インバータ回路４の入力は「Ｌ
」レベルとなり、高電圧発生回路１６には「Ｈ」レベルの信号が入力されることから、高
電圧発生回路１６は、チャージポンプ回路を作動させて高電圧Ｖ hを上昇させる。次に、
降下電圧Ｖ dが基準電圧Ｖ ref以上になると、インバータ回路４の入力は「Ｈ」レベルとな
り、高電圧発生回路１６には「Ｌ」レベルの信号が入力されることから、高電圧発生回路
１６は、チャージポンプ回路の作動を停止させる。
【００４１】
これらのことから、制御回路９は、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの内、オンさせたｎ
ＭＯＳトランジスタの数Ｋを変えることにより、降下電圧Ｖ dを変えると共に、基準電圧
切換回路８を制御して、差動増幅回路２に入力される基準電圧Ｖ refを変えることによっ
て、高電圧検出回路１で検出することができる高電圧Ｖ h値の微調整を行う。
【００４２】
上記のように、本発明の実施の形態１における半導体集積回路は、高電圧降下回路６から
差動増幅回路２に入力される降下電圧Ｖ dを変えることができ、更に差動増幅回路２に入
力される基準電圧Ｖ refを変えることができることから、検出することができる高電圧Ｖ h
の値の微調整を行うことができる。更に、高電圧降下回路６に抵抗を使用せず、ｎＭＯＳ
トランジスタで形成したことから、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さくす
ることができ、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させることがで
きる。
【００４３】
なお、本実施の形態１においては、高電圧降下回路６にダイオード接続したｎＭＯＳトラ
ンジスタを使用したが、該ｎＭＯＳトランジスタの代わりにダイオード接続したｐＭＯＳ
トランジスタを使用してもよく、同様の効果を得ることができる。また、高電圧降下回路
６に使用したｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anの代わりに抵抗を使用してもよく、この場
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合、従来の回路よりも抵抗の数を削減することができると共に、配線数の削減を行うこと
ができる。
【００４４】
実施の形態２．
図２は、本発明の実施の形態２における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した概
略の回路図である。なお、図２は、正の高電圧を検出する高電圧検出回路を示している。
また、図２では、図１と同じものは同じ符号で示しており、ここではその説明を省略する
と共に、図１との相違点のみ説明する。
図２における図１との相違点は、図１の基準電圧切換部８をなくし、図１の高電圧降下回
路６内に降下電圧Ｖ dの微調整を行う微調整回路２１を設けたことと、基準電圧発生回路
７を所定の１つの基準電圧を生成して出力するようにしたことから、図１の高電圧降下回
路６を高電圧降下回路２２とし、図１の基準電圧発生回路７を基準電圧発生回路２３とし
、図１の制御回路９は、微調整回路２１の制御をも行うことから、制御回路２４とし、こ
れらに伴って、図１の高電圧検出回路１を高電圧検出回路２５としたことにある。
【００４５】
図２において、高電圧検出回路２５は、差動増幅回路２と、該差動増幅回路２を制御する
ｎＭＯＳトランジスタ３と、差動増幅回路２の出力信号の信号レベルを反転するインバー
タ回路４と、高電圧入力端子５から入力される正の高電圧Ｖ hを電圧降下させて降下電圧
Ｖ dを出力する高電圧降下回路２２と、所定の基準電圧Ｖ refを生成して出力する基準電圧
発生回路２３と、高電圧降下回路２２に対して降下電圧Ｖ dの可変制御を行う制御回路２
４とからなる。差動増幅回路２のｎＭＯＳトランジスタ１４のゲートは、基準電圧発生回
路２３に接続されており、所定の基準電圧Ｖ refが入力される。
【００４６】
高電圧降下回路２２は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ b及び微調整回路２１で形成されている。更に、微調整回路２１は、ｎＭＯＳトランジ
スタＭ d1～Ｍ d4，Ｔ d1～Ｔ d4、抵抗Ｒ d1～Ｒ d3及び３つの抵抗Ｒ d4で形成されている。ダ
イオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ d1のソースは、ｎＭＯＳトランジスタＭ bの
ドレインに接続され、該接続部は差動増幅回路２のｎＭＯＳトランジスタ１３のゲートに
接続されている。
【００４７】
また、ｎＭＯＳトランジスタＭ d1のドレインはｎＭＯＳトランジスタＭ d2のソースに接続
され、同様に、ｎＭＯＳトランジスタＭ d2のドレインはｎＭＯＳトランジスタＭ d3のソー
スに、ｎＭＯＳトランジスタＭ d3のドレインはｎＭＯＳトランジスタＭ d4のソースにそれ
ぞれ接続されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d4のドレインは、ｎＭＯＳトランジスタＭ
anのソースに接続されている。
【００４８】
更に、ｎＭＯＳトランジスタＭ d1～Ｍ dnには、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anと同様に
、ゲート長を十分に短くするか又はゲート幅を十分に広くした、オン抵抗が十分に小さい
ｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d4がそれぞれ対応して並列に接続され、ｎＭＯＳトランジ
スタＴ d1～Ｔ d4の各ゲートは、それぞれ制御回路２４に接続されている。なお、ｎＭＯＳ
トランジスタＭ d1～Ｍ d4は、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an，Ｍ bとゲートサイズが同
一であり、それぞれ飽和領域で動作すると共に、それぞれソースとバックゲート端子とが
接続されており、バックゲート効果によってそれぞれのしきい値Ｖ thの変動を防止する。
【００４９】
ｎＭＯＳトランジスタＭ d2は、ゲート―ソース間に抵抗Ｒ d4が接続され、ゲート―ドレイ
ン間に抵抗Ｒ d1が接続されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d3は、ゲート―ソース間に抵
抗Ｒ d4が接続され、ゲート―ドレイン間に抵抗Ｒ d2が接続されている。また、ｎＭＯＳト
ランジスタＭ d4は、ゲート―ソース間に抵抗Ｒ d4が接続され、ゲート―ドレイン間に抵抗
Ｒ d3が接続されている。ここで、抵抗Ｒ d1の抵抗値をｒとすると、抵抗Ｒ d2の抵抗値は２
ｒ、抵抗Ｒ d3の抵抗値は３ｒ、抵抗Ｒ d4の抵抗値は４ｒとなる。なお、微調整回路２１は
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微調整部を、高電圧降下回路２２は高電圧降下部を、基準電圧発生回路２３は基準電圧発
生部を、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an及びＴ a1～Ｔ anは電圧降下部をなす。
【００５０】
上記のような構成において、制御回路２４が、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anをすべて
オンさせると共に、微調整回路２１のｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d3をオンさせ、ｎＭ
ＯＳトランジスタＴ d4のみオフさせた場合、ｎＭＯＳトランジスタＭ bのゲートに所定の
電圧Ｖ csが入力されると、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anの直列回路、及びｎＭＯＳト
ランジスタＭ d4，Ｔ d3，Ｔ d2，Ｔ d1の直列回路に電流が流れる。このことから、各ｎＭＯ
ＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのドレイン―ソース間には、電圧Ｖ csの電圧降下がそれぞれ発
生する。
【００５１】
更に、ｎＭＯＳトランジスタＭ d4のゲート―ソース間には、電圧Ｖ csの電圧降下が発生し
、ｎＭＯＳトランジスタＭ d4のドレイン―ソース間の電圧降下Ｖ d4、すなわち、微調整回
路２１における電圧降下は、下記（４）式のようになる。
Ｖ d4＝ (７／４ )×Ｖ cs ＝１ .７５×Ｖ cs …………………（４）
【００５２】
同様に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1，Ｔ d2，Ｔ d4がオンし、ｎＭＯＳトランジスタＴ d3が
オフした場合、微調整回路２１における電圧降下は１ .５×Ｖ csとなり、ｎＭＯＳトラン
ジスタＴ d1，Ｔ d3，Ｔ d4がオンし、ｎＭＯＳトランジスタＴ d2がオフした場合、微調整回
路２１の電圧降下は１ .２５×Ｖ csとなる。更に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d2～Ｔ d4がオ
ンし、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1がオフした場合、微調整回路２１における電圧降下はＶ
csとなる。なお、各抵抗Ｒ d1～Ｒ d4に流れる電流が、電流源をなすｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ bがオンしたときに高電圧降下回路２２に流れる電流よりも十分に小さくなるように、
各抵抗Ｒ d1～Ｒ d4の各抵抗値が設定されている。
【００５３】
このように、微調整回路２１では、ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのそれぞれの電圧降
下に対して、ｎＭＯＳトランジスタＭ d4では１ .７５倍の電圧降下を、ｎＭＯＳトランジ
スタＭ d3では１ .５倍の電圧降下を、ｎＭＯＳトランジスタＭ d2では１ .２５倍の電圧降下
を、ｎＭＯＳトランジスタＭ d1では同じ電圧降下を得ることができる。このことから、制
御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの中からオンさせるｎＭＯＳトランジス
タの数を選択すると共に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d4のオンオフを制御することに
よって、降下電圧Ｖ dを変え、高電圧検出回路２５で検出することができる高電圧Ｖ h値の
微調整を行う。
【００５４】
図３は、図２で示した微調整回路２１の他の例を用いた高電圧検出回路を示す概略の回路
図である。なお、図３では、図２と同じものは同じ符号で示しており、ここではその説明
を省略すると共に図２との相違点のみ説明する。
図３における図２との相違点は、図２の微調整回路２１の回路構成を変えたことにあり、
このことから、図２の微調整回路２１を微調整回路３１とし、これに伴って、図２の高電
圧降下回路２２を高電圧降下回路３２とし、図２の高電圧検出回路２５を高電圧検出回路
３５としたことにある。
【００５５】
図３において、高電圧検出回路３５は、差動増幅回路２と、ｎＭＯＳトランジスタ３と、
インバータ回路４と、高電圧入力端子５から入力される正の高電圧Ｖ hを電圧降下させて
降下電圧Ｖ dを出力する高電圧降下回路３２と、基準電圧発生回路２３と、高電圧降下回
路３２に対して降下電圧Ｖ dの可変制御を行う制御回路２４とからなる。なお、微調整回
路３１は微調整部を、高電圧降下回路３２は高電圧降下部をなす。
【００５６】
高電圧降下回路３２は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ b及び微調整回路３１で形成されている。更に、微調整回路３１は、ｎＭＯＳトランジ
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スタＭ d1～Ｍ d4，Ｔ d1～Ｔ d4、抵抗Ｒ d1～Ｒ d3及び３つの抵抗Ｒ d4で形成されている。ダ
イオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ d1のドレインは、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1
のソースに接続されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d2は、ドレインがｎＭＯＳトランジ
スタＴ d2のソースに接続され、ゲート―ソース間には抵抗Ｒ d4が、ゲート―ドレイン間に
は抵抗Ｒ d1が接続されている。
【００５７】
同様に、ｎＭＯＳトランジスタＭ d3は、ドレインがｎＭＯＳトランジスタＴ d3のソースに
接続され、ゲート―ソース間には抵抗Ｒ d4が、ゲート―ドレイン間には抵抗Ｒ d2が接続さ
れている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d4は、ドレインがｎＭＯＳトランジスタＴ d4のソース
に接続され、ゲート―ソース間には抵抗Ｒ d4が、ゲート―ドレイン間には抵抗Ｒ d3が接続
されている。
【００５８】
ｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d4は、各ドレインがｎＭＯＳトランジスタＭ anのソースに
それぞれ接続され、各ゲートが制御回路２４に接続されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ
d1～Ｍ d4の各ソースは、ｎＭＯＳトランジスタＭ bのドレインにそれぞれ接続されており
、該接続部は、差動増幅回路２のｎＭＯＳトランジスタ１３のゲートに接続されている。
【００５９】
上記のような構成において、制御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの内、所
望の数だけオンさせると共に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d4のいずれかをオンさせる
ことにより、降下電圧Ｖ dを変え、高電圧検出回路２５で検出することができる高電圧Ｖ h
値の微調整を行う。
【００６０】
図４は、図２で示した微調整回路２１の他の例を用いた高電圧検出回路を示す概略の回路
図である。なお、図４では、図２と同じものは同じ符号で示しており、ここではその説明
を省略すると共に図２との相違点のみ説明する。
図４における図２との相違点は、図２の微調整回路２１の回路構成を変えたことにあり、
このことから、図２の微調整回路２１を微調整回路４１とし、これに伴って、図２の高電
圧降下回路２２を高電圧降下回路４２とし、図２の高電圧検出回路２５を高電圧検出回路
４５としたことにある。
【００６１】
図４において、高電圧検出回路４５は、差動増幅回路２と、ｎＭＯＳトランジスタ３と、
インバータ回路４と、高電圧入力端子５から入力される正の高電圧Ｖ hを電圧降下させて
降下電圧Ｖ dを出力する高電圧降下回路４２と、基準電圧発生回路２３と、高電圧降下回
路４２に対して降下電圧Ｖ dの可変制御を行う制御回路２４とからなる。なお、微調整回
路４１は微調整部を、高電圧降下回路４２は高電圧降下部をなす。
【００６２】
高電圧降下回路４２は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ an、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ b及び微調整回路４１で形成されている。更に、微調整回路４１は、ｎＭＯＳトランジ
スタＭ d1，Ｔ d1～Ｔ d4及び抵抗Ｒ d1～Ｒ d4で形成されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d1
，Ｔ d1～Ｔ d4の各ドレインは接続されて、ｎＭＯＳトランジスタＭ anのソースに接続され
ている。ｎＭＯＳトランジスタＴ d2のソースは抵抗Ｒ d1を介して、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｔ d3のソースは抵抗Ｒ d2を介して、ｎＭＯＳトランジスタＴ d4のソースは抵抗Ｒ d3を介し
てｎＭＯＳトランジスタＭ d1のゲートにそれぞれ接続されている。
【００６３】
更に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1のドレインは抵抗Ｒ d4を介してｎＭＯＳトランジスタＭ
d1に接続されている。ｎＭＯＳトランジスタＭ d1及びＴ d1の各ソースは接続され、該接続
部はｎＭＯＳトランジスタＭ bのドレインに接続されている。また、ｎＭＯＳトランジス
タＴ d1～Ｔ d4の各ゲートはそれぞれ制御回路２４に接続されている。
【００６４】
上記のような構成において、制御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ a1～Ｔ anの内、所
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望の数だけオンさせると共に、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1～Ｔ d4のオン―オフを制御する
ことにより、降下電圧Ｖ dを変え、高電圧検出回路４５で検出することができる高電圧Ｖ h
値の微調整を行う。例えば、制御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ d2～Ｔ d4の少なく
とも１つをオンさせると共にｎＭＯＳトランジスタＴ d1をオフさせることにより、微調整
回路４１でｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのそれぞれの電圧降下と同じ電圧降下を得る
ことができる。また、制御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1及びＴ d2をオンさせる
と共にｎＭＯＳトランジスタＴ d3及びＴ d4をオフさせることによって、微調整回路４１で
ｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのそれぞれの電圧降下の１ .２５倍の電圧降下を得るこ
とができる。
【００６５】
更に、制御回路２４は、ｎＭＯＳトランジスタＴ d1及びＴ d3をオンさせると共にｎＭＯＳ
トランジスタＴ d2及びＴ d4をオフさせることによって、微調整回路４１でｎＭＯＳトラン
ジスタＭ a1～Ｍ anのそれぞれの電圧降下の１ .５倍の電圧降下を、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｔ d1及びＴ d4をオンさせると共にｎＭＯＳトランジスタＴ d2及びＴ d3をオフさせることに
よって、微調整回路４１でｎＭＯＳトランジスタＭ a1～Ｍ anのそれぞれの電圧降下の１ .
７５倍の電圧降下を得ることができる。
【００６６】
一方、図２から図４においては、抵抗による分圧回路でゲート電位を制御したが、この場
合、各抵抗に流れる電流を電流源の電流よりも十分に小さくする必要があり、すなわち、
各抵抗の抵抗値を大きくする必要がある。しかし、ＣＭＯＳプロセスでは大きな抵抗値の
抵抗を形成することは困難であり、高い抵抗値を得るためには長抵抗配線を使用しなけれ
ばならず、チップ面積が増大するという問題がある。そこで、各抵抗の代わりに図５で示
すようなデプリーション（ depletion）型ＭＯＳＦＥＴを使用してもよい。しきい値電圧
が負のデプリーション型を作ることはＣＭＯＳプロセスでは容易である。
【００６７】
なお、実施の形態２の説明における、抵抗Ｒ d1～Ｒ d4の各抵抗値は一例であり、これに限
定するものではない。また、微調整回路２１のｎＭＯＳトランジスタＭ d2～Ｍ d4の各ドレ
イン―ソース間に接続された抵抗による分圧回路の分圧比においても、一例でありこれに
限定するものではない。
【００６８】
上記のように、本発明の実施の形態２における半導体集積回路は、高電圧降下回路から差
動増幅回路２に入力される降下電圧Ｖ dをきめ細かく変えることができることから、検出
することができる高電圧Ｖ hの値の微調整を行うことができる。更に、高電圧降下回路に
使用する抵抗の数を減少させることができ、減少させた抵抗の代わりにｎＭＯＳトランジ
スタで形成したことから、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さくすることが
でき、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させることができる。
【００６９】
実施の形態３．
図６は、本発明の実施の形態３における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した概
略の回路図である。なお、図６は、負の高電圧を検出する高電圧検出回路を示している。
また、図６では、図１と同じものは同じ符号で示しており、ここではその説明を省略する
。
【００７０】
図６において、高電圧検出回路５１は、ｎＭＯＳトランジスタＭ f1～Ｍ fn，５２，５３、
ｐＭＯＳトランジスタ５４，５５、インバータ回路５６及び基準電圧発生回路５７で形成
されている。ダイオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ f1～Ｍ fnは直列に接続されて
おり、ｎＭＯＳトランジスタＭ f1のドレインはｎＭＯＳトランジスタ５２のソースに接続
され、ｎＭＯＳトランジスタＭ fnのソースは、負の高電圧Ｖ lが入力される高電圧入力端
子５８に接続されている。
【００７１】
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ｐＭＯＳトランジスタ５４及び５５は、カレントミラー回路を形成しており、ｐＭＯＳト
ランジスタ５４及び５５の各ゲートは接続され、該接続部はｐＭＯＳトランジスタ５４の
ドレインに接続されている。ｐＭＯＳトランジスタ５４及び５５の各ソースはそれぞれ電
源端子１５に接続され、ｐＭＯＳトランジスタ５４のドレインはｎＭＯＳトランジスタ５
２のドレインに接続されている。ｐＭＯＳトランジスタ５５のドレインはｎＭＯＳトラン
ジスタ５３のドレインに接続され、該接続部はインバータ回路５６の入力に接続され、ｎ
ＭＯＳトランジスタ５３のソースは接地されている。
【００７２】
インバータ回路５６の出力は、高電圧検出回路５１の出力をなし、チャージポンプ回路を
備え負の高電圧Ｖ lを出力する高電圧発生回路５９の入力に接続されている。高電圧発生
回路５９の出力は、所定の回路（図示せず）に接続されると共に高電圧入力端子５８に接
続されている。また、ｎＭＯＳトランジスタ５２のゲートには、基準電圧発生回路５７か
ら基準電圧Ｖ ref1が入力され、ｐＭＯＳトランジスタ５３のゲートには、同じく基準電圧
発生回路５７から基準電圧Ｖ ref2が入力されており、ｐＭＯＳトランジスタ５３は定電流
発生回路をなしている。
【００７３】
なお、ｎＭＯＳトランジスタＭ f1～Ｍ fn，５２，５３及びｐＭＯＳトランジスタ５４，５
５は、それぞれソースとバックゲート端子とが接続されており、バックゲート効果によっ
てそれぞれのしきい値Ｖ thの変動を防止する。ｎＭＯＳトランジスタＭ f1～Ｍ fn，５２，
５３は、各ゲートサイズがそれぞれ同一であり、飽和領域でそれぞれ動作する。また、ｎ
ＭＯＳトランジスタ５２，Ｍ f1～Ｍ fn及びｐＭＯＳトランジスタ５４は電流変換部を、ｎ
ＭＯＳトランジスタ５３は定電流発生部を、ｐＭＯＳトランジスタ５４及び５５は電圧変
換部を、インバータ回路５６は高電圧検出部を、基準電圧発生回路５７は基準電圧発生部
をなす。更に、基準電圧Ｖ ref1は第１基準電圧を、基準電圧Ｖ ref2は第２基準電圧をなす
。
【００７４】
上記のような構成において、定電流発生回路をなすｎＭＯＳトランジスタ５３のドレイン
に流れる電流Ｉ refは、下記（５）式のようになる。
Ｉ ref＝ (Ｋ p／２ )× (Ｗ／Ｌ )× (Ｖ ref2－Ｖ th)2  ………………（５）
なお、（５）式において、Ｗはゲート幅であり、Ｌはゲート長であり、Ｋ pはＫ p＝μ×Ｃ
oxで表すことができる。この場合、μは移動度であり、Ｃ oxはゲート酸化膜容量である。
【００７５】
ｐＭＯＳトランジスタ５４及び５５で形成したカレントミラー回路により、ｎＭＯＳトラ
ンジスタＭ f1～Ｍ fn及び５２の直列回路に流れる電流Ｉ aがｎＭＯＳトランジスタ５３の
ドレインに流入する。このとき、Ｉ aがＩ refよりも小さい場合、インバータ回路５６の入
力は「Ｌ」レベルになり、高電圧発生回路５９には「Ｈ」レベルの信号が入力されること
から、高電圧発生回路５９は、チャージポンプ回路を作動させて負の高電圧Ｖ lを低下さ
せる。次に、Ｉ aがＩ refよりも大きい場合、インバータ回路５６の入力は「Ｈ」レベルに
なり、高電圧発生回路５９には「Ｌ」レベルの信号が入力されることから、高電圧発生回
路５９は、チャージポンプ回路の作動を停止させる。
【００７６】
ここで、ｎＭＯＳトランジスタ５２及び５３のしきい値Ｖ thは同じであり、この場合、ｎ
ＭＯＳトランジスタ５３のドレインに流れる電流と同じ電流が、ｎＭＯＳトランジスタＭ
f1～Ｍ fn及び５２で形成した直列回路に流れ、該電流値は下記（６）式のようになる。
　
　
　
【００７７】
更に、（５）及び（６）式から、下記（７）式が得られ、
Ｖ ref2＝ (Ｖ ref1－Ｖ l)／ (ｎ＋１ ) ……………………（７）
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（７）式より下記（８）式が得られる。
Ｖ l＝Ｖ ref1－ (ｎ＋１ )×Ｖ ref2 ………………………（８）
このように、高電圧検出回路５１は、（８）式で示したような高電圧Ｖ lを検出すること
ができる。
【００７８】
上記のように、本発明の実施の形態３における半導体集積回路は、簡単な回路構成で負の
高電圧を検出することができることから、回路を構成する素子数を削減することができる
ため、負の高電圧検出回路のばらつきを減少させることができ、高電圧の検出精度を向上
させることができると共に、コストの削減を図ることができる。
【００７９】
実施の形態４．
図７は、本発明の実施の形態４における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した概
略の回路図である。なお、図７は、負の高電圧を検出する高電圧検出回路を示している。
また、図７では、図１及び図６と同じものは同じ符号で示しており、ここではその説明を
省略する。
【００８０】
図７において、高電圧検出回路７１は、ｎ個のｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gn、ｍ（ｍ
は自然数）個のｎＭＯＳトランジスタＭ k1～Ｍ km、ｐＭＯＳトランジスタ７２，７３及び
差動増幅器７４，７５で形成されている。ダイオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ
g1～Ｍ gnは直列に接続されており、ｎＭＯＳトランジスタＭ g1のドレインはｐＭＯＳトラ
ンジスタ７３のドレインに接続され、該接続部は差動増幅器７４の反転端子に接続されて
いる。ｎＭＯＳトランジスタＭ gnのソースは、負の高電圧Ｖ lが入力される高電圧入力端
子５７に接続され、ｐＭＯＳトランジスタ７３のソースは電源端子１５に接続されている
。
【００８１】
また、ｐＭＯＳトランジスタ７２及び７３の各ゲートは接続され、該接続部は差動増幅器
７５の出力に接続されている。ダイオード接続されたｎＭＯＳトランジスタＭ k1～Ｍ kmは
直列に接続されており、ｎＭＯＳトランジスタＭ k1のドレインはｐＭＯＳトランジスタ７
２のドレインに接続され、該接続部は差動増幅器７４及び７５の各非反転端子に接続され
、ｎＭＯＳトランジスタＭ kmのソースは接地されている。ｐＭＯＳトランジスタ７２のソ
ースは電源端子１５に接続され、差動増幅器７５の反転端子には基準電圧Ｖ refが入力さ
れている。差動増幅器７４の出力は、高電圧検出回路７１の出力をなし、高電圧発生回路
５９の入力に接続されている。
【００８２】
なお、ｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gn，Ｍ k1～Ｍ km及びｐＭＯＳトランジスタ７２，７
３は、それぞれソースとバックゲート端子とが接続されており、バックゲート効果によっ
てそれぞれのしきい値Ｖ thの変動を防止する。ｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gn及びＭ k1
～Ｍ kmは、各ゲートサイズがそれぞれ同一であり、飽和領域でそれぞれ動作し、ｐＭＯＳ
トランジスタ７２及び７３においても、各ゲートサイズがそれぞれ同一である。また、ｎ
ＭＯＳトランジスタＭ k1～Ｍ kmは第１電圧降下回路部を、ｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ
gnは第２電圧降下回路部を、ｐＭＯＳトランジスタ７２，７３及び差動増幅器７５は定電
流発生部を、差動増幅器７４は高電圧検出部をなす。
【００８３】
上記のような構成において、差動増幅器７５は、フィードバックループを用いて、ｎＭＯ
ＳトランジスタＭ k1～Ｍ kmの直列回路にＶ refを発生させる電流がｐＭＯＳトランジスタ
７２から流れるように、ｐＭＯＳトランジスタ７２のゲートに電圧を印加する。該印加し
た電圧は同時にｐＭＯＳトランジスタ７３のゲートにも印加され、ｐＭＯＳトランジスタ
７３から、ｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gnで形成された直列回路に電流が流れる。
【００８４】
ここで、差動増幅器７４の両入力が同電位になると、ｐＭＯＳトランジスタ７２及び７３
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はそれぞれ同一電流を供給し、ｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gnの直列回路による電圧降
下は、（Ｖ ref－Ｖ l）となる。すなわち、下記（９）式が成り立つ。
Ｖ ref－Ｖ l＝ (ｎ／ｍ )×Ｖ ref ………………………………（９）
【００８５】
従って、高電圧検出回路７１は、下記（１０）式で示した負の高電圧を検出することがで
きる
Ｖ l＝－ (ｎ／ｍ－１ )×Ｖ ref ……………………………（１０）
（１０）式から分かるように、ｎＭＯＳトランジスタの数であるｎ及びｍを変えることに
よって、検出することができる高電圧Ｖ lの微調整を行う。
【００８６】
上記のように、本発明の実施の形態４における半導体集積回路は、ｎＭＯＳトランジスタ
Ｍ k1～Ｍ kmの直列回路に流れる電流、及びｎＭＯＳトランジスタＭ g1～Ｍ gnの直列回路に
流れる電流が、温度や電源電圧に左右されず原理的に同じになることから、環境変化に対
してばらつきの少ない特性を得ることができ、高電圧の検出精度を向上させることができ
ると共に、検出することができる高電圧Ｖ lの値の微調整を行うことができる。
【００８７】
【発明の効果】
請求項１に係る半導体集積回路は、高電圧降下部における高電圧の電圧降下を制御すると
共に、基準電圧切換部による基準電圧の切換制御を行って、高電圧検出部で検出する電圧
値の設定を行うようにした。このことから、高電圧降下部から高電圧検出部に入力される
降下電圧を変えることができ、更に高電圧検出部に入力される基準電圧を変えることがで
きることから、検出することができる高電圧の値の微調整を行うことができる。
【００８８】
請求項２に係る半導体集積回路は、請求項１において、具体的には、ダイオード接続され
た少なくとも１つのＭＯＳＦＥＴを直列に接続して形成された電圧降下回路部と、該電圧
降下回路部に直列に接続された電流源と、電圧降下回路部を形成する各ＭＯＳＦＥＴのド
レイン―ソース間をスイッチング動作によってそれぞれ短絡する各スイッチング回路部と
で上記高電圧降下部を形成し、各スイッチング回路部のスイッチング動作を制御して電圧
降下回路部による電圧降下値を変えることによって、高電圧降下部から出力される電圧値
を制御する。このことから、高電圧降下部に抵抗を使用せず、ＭＯＳＦＥＴで形成したこ
とから、上記請求項１の効果に加えて、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さ
くすることができ、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させること
ができる。
【００８９】
請求項３に係る半導体集積回路は、請求項１において、具体的には、複数の抵抗を直列に
接続して形成された電圧降下回路部と、該電圧降下回路部に直列に接続された電流源と、
電圧降下回路部を形成する各抵抗にそれぞれ並列に接続された、スイッチング動作によっ
て抵抗を短絡させる各スイッチング回路部とで上記高電圧降下部を形成し、各スイッチン
グ回路部のスイッチング動作を制御して電圧降下回路部による電圧降下値を変えることに
よって、高電圧降下部から出力される電圧値を制御する。このことから、従来よりも抵抗
の数を削減することができると共に、配線数の削減を行うことができ、コストの低減を図
ることができる。
【００９０】
請求項４に係る半導体集積回路は、所定の電圧の整数倍ごとに電圧降下を行う電圧降下部
と、所定の電圧の整数倍未満の電圧降下を行う微調整部と、上記電圧降下部及び微調整部
にそれぞれ電流を供給する電流源とで高電圧降下部を形成し、電圧降下部及び微調整部に
おけるそれぞれの電圧降下を制御して高電圧降下部から出力される電圧を制御し、高電圧
検出部で検出する高電圧値の設定を行う。このことから、高電圧降下部から高電圧検出部
に入力される降下電圧をきめ細かく変えることができるため、検出することができる高電
圧の値を更に細かく微調整することができる。更に、高電圧降下部に使用する抵抗の数を
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従来よりも減少させることができ、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さくす
ることができ、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させることがで
きる。
【００９１】
請求項５に係る半導体集積回路は、請求項４において、具体的には、ダイオード接続され
た少なくとも１つのＭＯＳＦＥＴを直列に接続して形成された電圧降下回路と、該電圧降
下回路を形成する各ＭＯＳＦＥＴのドレイン―ソース間をスイッチング動作によってそれ
ぞれ短絡する各スイッチング回路からなる第１スイッチング回路とで電圧降下部を形成し
、第１スイッチング回路におけるそれぞれのスイッチング回路のスイッチング動作を制御
して高電圧の電圧降下を制御し、高電圧検出部で検出する高電圧値の設定を行う。このこ
とから、高電圧降下部から高電圧検出部に入力される降下電圧を変えることができ、検出
することができる高電圧の値を変えることができる。更に、電圧降下部に抵抗を使用せず
、ＭＯＳＦＥＴで形成したことから、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さく
することができ、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させることが
できる。
【００９２】
請求項６に係る半導体集積回路は、請求項５において、ソース―ドレイン間に抵抗で形成
された分圧回路が接続されると共に該分圧回路によって分圧された電圧がゲートに入力さ
れる少なくとも１つのＭＯＳＦＥＴを直列に接続して形成される、電圧降下部で電圧降下
させた降下電圧の微調整を行う微調整回路を備えた。このことから、高電圧降下部から高
電圧検出部に入力される降下電圧をきめ細かく変えることができるため、検出することが
できる高電圧の値を更に細かく微調整することができる。更に、高電圧降下部に使用する
抵抗の数を従来よりも減少させることができ、半導体集積回路を形成するチップの大きさ
を小さくすることができ、コストの低減を図ることができると共に、消費電流を減少させ
ることができる。
【００９３】
請求項７に係る半導体集積回路は、請求項５において、ソース―ドレイン間に抵抗で形成
された分圧回路が接続されると共に該分圧回路によって分圧された電圧がゲートに入力さ
れたＭＯＳＦＥＴにスイッチング用のＭＯＳＦＥＴをそれぞれ直列に接続した少なくとも
１つの直列回路を並列に接続して形成される、上記電圧降下回路と直列に接続される微調
整回路を備えた。このことから、高電圧降下部から高電圧検出部に入力される降下電圧を
きめ細かく変えることができるため、検出することができる高電圧の値を更に細かく微調
整することができる。更に、高電圧降下部に使用する抵抗の数を従来よりも減少させるこ
とができ、半導体集積回路を形成するチップの大きさを小さくすることができ、コストの
低減を図ることができると共に、消費電流を減少させることができる。
【００９４】
請求項８に係る半導体集積回路は、請求項５において、抵抗とスイッチング用のＭＯＳＦ
ＥＴとの少なくとも１つの直列回路がゲート―ドレイン間及びゲート―ソース間に接続さ
れたＭＯＳＦＥＴからなる、上記電圧降下回路と直列に接続される微調整回路を備えた。
このことから、高電圧降下部から高電圧検出部に入力される降下電圧をきめ細かく変える
ことができるため、検出することができる高電圧の値を更に細かく微調整することができ
る。更に、高電圧降下部に使用する抵抗の数を従来よりも減少させることができ、半導体
集積回路を形成するチップの大きさを小さくすることができ、コストの低減を図ることが
できると共に、消費電流を減少させることができる。
【００９５】
請求項９に係る半導体集積回路は、第１基準電圧と高電圧との電圧差を電流に変換し、該
電流と第２基準電圧に応じて生成した定電流との電流差を電圧に変換し、該変換された電
圧から高電圧値の検出を行う。このことから、従来よりも簡単な回路構成で負の高電圧を
検出することができるため、負の高電圧検出回路のばらつきを減少させることができ、高
電圧の検出精度を向上させることができると共に、コストの削減を図ることができる。
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【００９６】
請求項１０に係る半導体集積回路は、請求項９において、具体的には、電圧変換部はカレ
ントミラー回路で形成され、該カレントミラー回路によって、電流変換部で変換された電
流が定電流発生部の出力に入力され、高電圧検出部は、定電流発生部の出力における電圧
から高電圧の検出を行う。このことから、従来よりも簡単な回路構成で負の高電圧を検出
することができ、回路を構成する素子数を削減することができるため、負の高電圧検出回
路のばらつきを減少させることができ、高電圧の検出精度を向上させることができると共
に、コストの削減を図ることができる。
【００９７】
請求項１１に係る半導体集積回路は、請求項１０において、具体的には、電流変換部は、
ダイオード接続された少なくとも１つのＭＯＳＦＥＴが直列に接続された電圧レベル変換
回路と、該電圧レベル変換回路の入力に接続されると共にゲートに第１基準電圧が入力さ
れ、電流変換部の入力をなすＭＯＳＦＥＴとで形成され、上記電圧レベル変換回路の出力
は負の高電圧が入力される。このことから、従来よりも簡単な回路構成で負の高電圧を検
出することができ、回路を構成する素子数を削減することができるため、負の高電圧検出
回路のばらつきを減少させることができ、高電圧の検出精度を向上させることができると
共に、コストの削減を図ることができる。
【００９８】
請求項１２に係る半導体集積回路は、ダイオード接続された少なくとも１つのＭＯＳＦＥ
Ｔが直列に接続されて形成され出力が接地された第１電圧降下回路部に流れる電流、及び
ダイオード接続された少なくとも１つのＭＯＳＦＥＴが直列に接続されて形成され出力に
負の高電圧が印加される第２電圧降下回路部に流れる電流が、温度や電源電圧に左右され
ず原理的に同じになることから、環境変化に対してばらつきの少ない特性を得ることがで
き、高電圧の検出精度を向上させることができると共に、検出することができる負の高電
圧の値の微調整を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の実施の形態１における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した
概略の回路図である。
【図２】　本発明の実施の形態２における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した
概略の回路図である。
【図３】　本発明の実施の形態２における半導体集積回路の高電圧検出回路の他の例を示
した概略の回路図である。
【図４】　本発明の実施の形態２における半導体集積回路の高電圧検出回路の他の例を示
した概略の回路図である。
【図５】　デプリーション型ＭＯＳＦＥＴを示した図である。
【図６】　本発明の実施の形態３における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した
概略の回路図である。
【図７】　本発明の実施の形態４における半導体集積回路の高電圧検出回路の例を示した
概略の回路図である。
【図８】　正の高電圧を検出する従来の高電圧検出回路の例を示した概略の回路図である
。
【図９】　正の高電圧を検出する従来の高電圧検出回路の他の例を示した概略の回路図で
ある。
【図１０】　負の高電圧を検出する従来の高電圧検出回路の例を示した概略の回路図であ
る。
【符号の説明】
１，２５，３５，４５，５１，７１　高電圧検出回路、　２　差動増幅回路、３，Ｍ a1～
Ｍ an，Ｍ b，Ｔ a1～Ｔ an，Ｍ d1～Ｍ d4，Ｔ d1～Ｔ d4，Ｍ f1～Ｍ fn，Ｍ k1～Ｍ km，Ｍ g1～Ｍ g
n，５２，５３　ｎＭＯＳトランジスタ、　４，５６　インバータ回路、　５，５７　高
電圧入力端子、　６，２２，３２，４２　高電圧降下回路、　７，２３　基準電圧発生回
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路、　８　基準電圧切換回路、　９，２４　制御回路、　２１，３１，４１　微調整回路
、　５４，５５，７２，７３　ｐＭＯＳトランジスタ、　７４，７５　差動増幅器、　Ｒ
d1～Ｒ d4　抵抗

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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